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開  会 

          午前９時 開会  

 

議 長（森下 直君） おはようございます。 

      本日、議員各位におかれましては、諸般にわたりご多忙のところ定刻までに参集いた

だきまして、まことにありがとうございます。また、本日は、代表監査委員の渋谷正誼さ

んにおかれましては、お忙しい中でございますが、ありがとうございます。本当にご苦労

さまです。よろしくお願いいたします。 

      ただいまの出席議員は、１８名で定足数に達しておりますので、会議は成立いたしま

した。 

      これより平成２４年第５回（９月）みなかみ町議会定例会を開催いたします。 

      きょうは、暑いので上着の着脱は自由にしていただくようお願いしたいと思います。 

 

町長あいさつ  

 

議 長（森下 直君）  本定例会に際して、町長よりあいさつの申し入れがありましたので、これ

を許可いたします。 

      町長岸良昌君。 

（町長 岸 良昌君登壇） 

町 長（岸 良昌君） 平成２４年９月定例会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

      議員各位には、本日、議会の招集のご案内を申し上げましたところ、早速ご参集賜り

厚く御礼申し上げます。また、代表監査委員の渋谷正誼様にもご出席いただき、心より感

謝申し上げます。 

      ９月の声を聞いても、ことしは熱い日が続いております。ことしも昨年に引き続き役

場庁舎内の冷房は使用しないこととし、議員各位にもことしの猛暑の中、ご理解とご協力

を賜り御礼申し上げます。 

      さて、この厳しい残暑により、農作物の生育への影響等が何かと懸念されているとこ

ろではあります。また、８月後半からまとまった降雨がなく、８月の降雨量は平年平均の

半分にも満たず、利根川流域では渇水の状況を呈しております。昨日９月３日現在で八木

沢ダムの貯水量が５６０万トンと、貯水容量１億１５５０万トンの約５％まで低下してお

り、利根川上流の８ダム合計におきましても、１億３７００万トンと貯水率で４０％を切

り、厳しい渇水調整を行った平成６年及び平成８年と同等の状況になっております。特に

支流の渡良瀬川水系では、主要な水源であります草木ダムの貯水量が４０％を切ったこと

から、今月１日以来、取水制限を行っているところでございます。 

      また、昨日９月３日には、関東地方整備局と流域１都５県で構成する「渇水対策連絡

協議会」が開催され、利根川流域全体でも取水制限が検討され始めております。今後、趨

勢が気になるところでありますが、水源地として４つのダムを抱えるみなかみ町としては、

ダムの必要性に注目が集まり、下流市民の理解が深まるきっかけにもなる面もあるのでは
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ないかとも考えられるところであります。 

      また、国政の停滞が町政の運営に支障を来し初めておりますので、ご報告しておきま

す。 

      ご存じのとおり、現在、国会が空転しており、重要法案の審議が中断したままになっ

ております。このまま９月８日に会期末を迎えると、赤字国債の発行に必要な特例公債法

案が成立しなくなります。８月３１日には、財務大臣がその場合、予算執行抑制をせざる

を得ない旨発言されております。実際にも、本日９月４日に交付される予定であった９月

交付分の地方交付税の交付が先送りになりました。 

      本町における対応でございますが、１０月までは歳計余剰金により対応できますし、

仮に１１月以降となれば資金不足となりますので、財政調整基金の繰りかえ運用で対応す

ることとなります。いずれにしても、地方交付税に限らず、国庫補助金等さまざまな財源

に影響することから、特例国債法案の早期の成立を望むところであります。 

      さて、閉会中においても、議員各位におかれましては、委員会ごとに、あるいは委員

会横断的にたび重なる町内の現地調査、県内各地へのテーマを決めての調査、また山形県

への国際観光客誘致事業の調査などの県外調査、さらには海外調査も行っていただきまし

た。そして、各調査の結果を具体的な政策に取りまとめるために、熱心なご検討やご討議

をいただきました。タイ国の調査には私も随行させていただきましたが、議員皆様それぞ

れ個別に、あるいは共通して今後の議員活動や町政の進展に生かしていただける見聞があ

ったと受けとめさせていただいております。 

      一例として、私みずからの知見の広がったことを１つだけ述べさせていただきます。 

      昨年のタイ中央平原での洪水が我が国の経済への影響が伝えられたわけでございます

が、タイには数多くの日本企業や日系企業が世界をターゲットとして進出しており、日本

にいて理解している以上に、非常に大きな規模で我が国の産業や世界経済にタイ国の産業

活動が結びついていることを見聞させていただきました。 

      これらの議員各位のいつもながらの熱心な取り組み姿勢は、地方議会のかがみであり、

敬意を申し上げるところであります。各種調査の成果や検討の結果として、具体的に対策

をご示唆いただいたものもありますし、今後の方向性をお示しいただいたものもございま

す。あわせて、議会でご検討いただいている条例やご提案が早急に具体化できるように準

備を進めることが大切と考え、そのような視点からの事業予算が今回の補正予算の中にも

何点か含まれております。したがって、施策の執行方針が十分に成熟していないものも含

まれているということになります。町政に対する議会の総意を真摯かつ迅速に執行するこ

とが、町長以下執行部の責任と考えていることのあらわれでもありますので、ぜひご理解

を賜りたいところでございます。 

      ９月議会は、決算議会とも言われますし、決算の結果を踏まえて大き目の補正予算を

行う機会ともなっております。後ほど、法に基づき財政状況を示す数値について報告させ

ていただきますが、その概要を申し述べますと、町民の皆様のご理解と議員各位の参画を

得て財政運営に当たってきた結果、年ごとに財政諸数値が改善され、みなかみ町の財政は

健全化の方向に向かっております。具体的には、平成１９年から制度化された４つの健全
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化判断比率は順次次のとおりであります。 

      実質赤字比率並びに連結赤字比率については、平成１９年から平成２３年度までの間

において赤字は生じておりません。 

      次に、借入金の返済に要する費用が財政に及ぼす影響を示す実質公債費比率は、平成

１９年度が１９．９％、２０年が１８．２％、２１年度１７．２％、２２年度１５．４％、

２３年度１４．８％と顕著に減少しており、財政の健全化が進んでおります。 

      この要因としては、地方債の繰上償還を行ってきたこと、また、新規発行の地方債を

抑制していることが挙げられます。しかし、他団体との比較では、平成２２年度において

本町の比率が１５．４％であるのに対し、全国市町村平均が１０．５％、県内市町村平均

も１０．３％であり、全国及び県内平均を上回っている状況ですので、今後とも比率低下

に向けてさらに改善を進めていく必要があります。 

      また、借入金の返済など将来の負担の大きさを示す指標である将来負担比率において

も、平成１９年度１２１．４％、２０年度１１９．８％、２１年度１１０．３％が２２年

度７５．６％、２３年度５６．３％と大きく減少しております。 

      この要因としては、新規の地方債発行を抑制していることに加え、基金の積み立てを

増額したことによっております。これも他団体との比較においては、平成２２年度におい

て本町が７５．６％に対し、全国市町村平均では７９．７％である一方、群馬県内市町村

平均では６７．９％となっております。今後とも適切な規模の投資的経費の確保や子育て

支援を中心とする各種の施策の充実を図りつつ、あわせて財政諸数値の改善をも追求して

いくことが重要と考えております。 

      さて、本定例会に提案いたします案件は、各社からの経営状況を含め報告が５件、決

算認定が１０件、人事案件が３件、条例改正が３件及び補正４件であります。詳細につき

ましては、後ほど説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよ

うお願い申し上げ、開会に当たりましたのあいさつとさせていただきます。 

──────────────────────────────────────────── 

 

開  議  

 

議 長（森下 直君） これより本日の会議を開きます。 

      本日の会議は、お手元に配付しました議事日程第１号のとおりであります。 

      議事日程第１号により、議事を進めます。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名  

 

議 長（森下 直君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

      会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において指名いたします。 

        ２番  内 海 敏 久  君 

－6－ 



H24-5（9.4）第 1号 

       １３番  久 保 秀 雄  君   を指名いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２ 会期の決定  

 

議 長（森下 直君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

      本定例会の会期につきましては、議会運営委員会にも諮りまして、本日９月４日より、

９月１２日までの９日間としたい考えであります。 

      これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ご異議なしと認めます。 

      よって、本定例会の会期は、本日より９月１２日までの９日間と決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第３ 議長諸報告  

 

議 長（森下 直君） 日程第３、議長諸報告を行います。 

      ６月定例議会後、閉会中の主な事柄についてご報告を申し上げます。 

      閉会中とはいえ大変多くの諸事業があり、副議長初め各委員長の出席を願うなど、ご

協力をいただいたことを申し添えます。 

      最初に、広域関係の会議結果を申し上げます。 

      ７月１３日、利根沼田文化会館において、利根沼田広域市町村圏振興整備組合定例議

員協議会と郡町村議会議長会が開催され、議員協議会では、高規格救急自動車の入札結果

や平成２４年度の補正予算が審議されました。また、議長会では、１０月１１、１２日の

両日、老神温泉あわしま荘において、郡町村議員事務局長研修会が開催されることになり

ました。 

      ７月３０日、利根沼田広域市町村圏振興整備組合会議が開かれ、公平委員会の委員の

選任同意が出されました。 

      また、８月２７日には、利根地方総合開発協会と郡議長会が開催され、例年行ってい

る群馬県への請願・要望事項について各市町村より数多くの要望が出されましたが、各部

会を合わせ６項目に絞っていくこととなりました。みなかみ町が提案しました交通水利部

会で望郷ラインの早期県道昇格について、及び教育民生部会で群馬県国民健康保険広域連

合会についてを取り上げることになりました。また、議長会では、７月１６日に行われま

した利根沼田議会議員親善ゴルフの結果等が報告されました。 

      次に、８月８日から１２日には、みなかみ町議会議員タイ国現地調査に議員８名、当

局２名、事務局１名にて視察を行ってまいりました。 

      みなかみ町を午前３時３０分に出発し、タイのスワンナプーム空港に到着。翌日９日

は、スワンナ・ダウンジア・ハート英語スクールにおいて、みなかみ町中学生とタイ国の
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中学生の交流を視察いたしました。翌日、議員と中学生の報告会を開催し、タイ国交流に

ついて一人一人から交流の感想など聞き取りを行いました。子供たちは、この交流から大

きな経験を学んだことと思いました。 

      ９日午後からは、ＪＩＣＡバンコク事務所において、米田所長より日本政府によるタ

イ国支援事業についての説明を受け、さきのタイ洪水災害等の支援にＪＩＣＡ職員が連日

奮闘していることが感じられました。 

      １０日は、午前中、日本大使館を訪問し、大鷹正人経済講師よりタイにおける大使館

業務等の説明を受けてまいりました。午後は、ＪＥＴＲＯ（日本貿易振興機構）とタイ国

日本商工会議所を訪問。ＪＥＴＲＯの若松課長によると、洪水後も日系企業のタイへの進

出は依然増加中とのことでありました。また、タイ国日本商工会議所の石井事務局長によ

ると、バンコク日本商工会が１９５４年設立され、現在１３８６社の会員企業があり、日

本・タイ間の貿易や両国間の文化交流、教育支援等社会貢献事業に活躍しているとのこと

でした。 

      １１日には、ロジャナ工業団地の洪水被害状況の調査をしてきました。今回、洪水の

被害は７工業団地に及び、ロジャナ工業団地もこの中の一つで、２１８社のうちホンダや

ニコン、キャノンといった日系企業が１４７社あり、このすべてが被害を受けたとのこと

でした。タイ国工業団地の一日も早い洪水復興を願うところであります。 

      これにて、タイ国洪水復興現地調査の報告を終わります。 

      次に、各種行事参加についての報告を申し上げます。 

      ７月２日、谷川岳エコツーリズム認定証授与式が谷川ロープウエー特設会場において、

環境省自然環境局長渡邉綱男氏より谷川エコツーリズム会長岸良昌氏へ授与され、これに

より今後、同協議会が目指すエコツーリズム事業を進めていくことになります。 

      ７月４日から５日の２日間、山形県飯豊町に産業観光常任委員会を中心とした台湾か

らの誘客について視察を実施しました。冬期は雪が多いため、スノーモービルの試乗体験

やおもてなしにより多くの台湾からの観光客があるとのことでありました。 

      このほかに７月９日、利根沼田地域市町村懇談会が片品村において開催されました。

当日は、大澤群馬県知事を初め、茂原副知事や県部長級の関係者、管内市町村長、議長、

教育長などの出席のもと、県重点施策の説明や県提案のテーマ、市町村長からのテーマな

ど活発な意見交換ができました。 

      ７月１５日には、都市間交流推進連絡協議会がさいたま市浦和区において開催され、

南会津市、南魚沼市、鴨川市、みなかみ町が参加し、意義ある交流会を行ってきました。 

      ７月２５日、みなかみ町土木行政懇談会が開催され、沼田土木事務所長長沢所長や担

当者の出席をいただき、平成２４年度事業概況などの説明を受け、町からの要望確認や現

地視察を行いました。 

      このほかに、６月から８月にかけて、夏山シーズンに向けての山開き、スポーツ行事、

夏まつりなど、町内はもちろん郡議長会としても郡内の各種の催しに参加してきておりま

す。 

      これにて議長諸報告を終了いたします。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

日程第４ 請願・陳情文書表  

 

議 長（森下 直君） 日程第４、請願・陳情文書表についてを議題といたします。 

      今期定例会において、本日までに受理しました請願・陳情はお手元に配付いたしまし

た請願・陳情文書表のとおりであります。 

──────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────── 

議 長（森下 直君） 所管の委員会に付託いたしますので、よろしくお願いいたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第５ 閉会中の継続調査に関する委員長報告について  

       １．厚生常任委員会（委員会研修視察報告） 

       ２．産業観光常任委員会（委員会研修視察報告）  

 

議 長（森下 直君）  日程第５、閉会中の継続調査に関する委員長報告についてを議題といたし

ます。所管の委員長報告を求めます。 

      厚生常任委員長林一彦君。 

（厚生常任委員長 林 一彦君登壇）  

厚生常任委員長（林 一彦君） これより厚生常任委員会の研修視察報告を申し上げます。 

      去る８月２１日、桐生市黒保根町の水沼駅温泉センターと板倉町の資源化センターの

２カ所について、厚生常任委員、有志議員、関係課長等１３名にて研修視察を行いました。 

      この研修の目的につきましては、新治地区の奥利根アメニティパークのこれからの運

営をどうしようかということの研修でございます。 

      奥利根アメニティパークの現状と課題につきましては、平成１０年創業を始め、現在

１５年目を迎えており、かなりの老朽化が進み、年間５０００万円以上の修繕費並びに発

電装置故障のためのＲＤＦ（ごみ固形化燃料）運搬費、年間６０００万円弱のコストを計

上しております。この経費の削減等につきまして関連ある施設を視察してまいった次第で

ございます。 

      まず、初めの水沼駅でございますが、わたらせ渓谷鐵道水沼駅温泉センター「せせら

ぎの湯」として名をはせております。しかしながら、実際は温度の低い鉱泉を加温し、温

泉としております。この加温に使っておりますのが、有機物磁気熱分解温水装置でありま

す。担当者からこの装置の案内と説明を受けました。 

      水沼駅では、この装置で燃焼ではなく、熱分解で有機廃棄物を処理し、発生した熱量

で１８度の鉱泉を４０度のお湯にして供給しております。この装置のメリットといたしま

しては、燃焼ではないので温室効果ガスを出さず、ダイオキシン発生の環境基準をクリア

していること、重油などの燃料が要らない、また、ランニングコストが１台年間３万円程

度ととてもリーズナブルであるという点であります。 

      デメリットといたしましては、この熱分解温水装置が１台５０００万円程度と高価で

あり、当町のアメニティパークの規模であると２台必要であるということでございます。

また、この装置が開発されてまだ５年と新しく、耐用年数等不明な点が多々あるというこ

とであります。 

      みなかみ町では、アメニティパークのＲＤＦを北茨城市に運搬費用をかけ売却してお

りまして、その経費は年間６０００万弱ということであり、この装置を遊神館などの温泉

施設の熱源として利用すれば、鉱泉加熱の経費とアメニティパークのＲＤＦの処分という
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２つの大きな経費節減につながります。また、参加者の中からは、小型のもので融雪の熱

源に利用したらどうかとの意見も出ました。この有機物磁気熱分解温水装置活用の検討が

必要と思われました。 

      ２つ目の板倉町資源化センターは、ごみリサイクル施設であります。この板倉町資源

化センターは、新治の奥利根アメニティパークの１年前、平成９年に創業したアメニティ

ー施設でありまして、同じくらいの規模・創業年数の施設であり、どのような現状と課題、

そして対策があるのかという調査のために視察を行いました。環境水道課担当から説明と

現地案内を受けました。 

      この施設は、ごみ固形燃料化施設と高速堆肥化施設を備えたセンターであり、当町の

奥利根アメニティパークと同じであります。１日２０トンの固形燃料と３トンの堆肥を生

産しております。やはり老朽化が進み、年間３０００万円の修繕費予算を計上しておりま

す。発電も当町と同じく、創業開始２年まではＲＤＦを燃やし、冷暖房等に活用してまい

りましたが、いろいろな箇所の爆発等による故障が相次ぎ現在は使用しておらず、５００

キロ単位５００円と３０００円との価格で２カ所に売却しているとのことでありました。 

      現状は、当町と同じでしたので、これからの課題と対策を伺ったところ、四、五年中

には廃止になるとの報告を受け、驚いたところです。館林市、明和町、板倉町の１市２町

の広域圏で総合ごみ処理場ができる予定との説明を受けました。これからの課題・対策に

期待していたところでのセンター廃止の報告はショックでしたが、近隣では、沼田市の最

終処分場がいっぱいになる近年には、この利根沼田広域圏でのごみ処理場の検討が予想さ

れると思われます。とにかく、当町の奥利根アメニティパークの運営問題は喫緊の課題で

あり、避けては通れない問題であります。 

      以上を申し上げまして、厚生常任委員会における研修視察報告といたします。 

議 長（森下 直君） 以上で、厚生常任委員長林一彦君の委員長報告を終わります。 

      次に、産業観光常任委員長山田庄一君。 

（産業観光常任委員長 山田庄一君登壇）  

産業観光常任委員長（山田庄一君） 産業観光常任委員会委員長報告を行います。 

      閉会中の視察研修についてのご報告であります。 

      ７月４日から５日にかけて、山形県飯豊町のインバウンド事業の調査研究のため視察

を行いました。参加者は産観委員６名と、今後の各種交流事業を進めるに当たり委員会以

外からもご協力をいただくという委員会方針により、委員会以外から２名の方の参加をい

ただきました。また、当局から３名及び議会事務局長と総勢１２名の参加でありました。 

      視察目的は、今、みなかみ町が教育旅行を中心に進めている台湾との交流事業を一般

観光客の誘致へと拡大することを目標に、２月に行われた産観委員会の台湾訪問を契機と

し、さらなる交流発展へと願う中で、中山間地の小さな町でありながら台湾との交流実績

があるということで視察先に選び、研修してきました。 

      台湾との交流のきっかけが観光協会を中心とした関連事業者の横の連携の中から町に

台湾観光客が訪れたこと、訪れた台湾の観光客を東北特有の素朴さと精いっぱいのおもて

なしで迎え、帰りに台湾の旗を振って、スノーモービルで後を追いながら見送ったなど訪
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れた人の心をくすぐるアイデアと、常にチャンネルを広げて情報収集に努めることが誘客

に結びついたこと、また、県がチャーター便を支援してくれたが諸事情でなくなり、台湾

からのアクセスが大変なことや本格交流には現地エージェントとの連携の必要性など、貴

重なアドバイスを聞くことができました。 

      みなかみ町は、羽田からのアクセスや温泉、食べ物等観光資源には事欠かない立地条

件を備えており、町全体での誘客に向けた体制が求められるところです。今月１日には、

台北中日経済文化代表処業務部課長劉拓氏ほか４名が来町し、町内の視察を行い、自然豊

かなみなかみ町がすっかり気に入り、今後のお力添えをいただくことの約束と町の知名度

が低いことでのＰＲ不足を残念がっていました。 

      今後の活動としては、同席されました台湾観光協会東京事務所徐副所長を通じ、台湾

観光関連の人との信頼関係、人脈関係構築を目指すことが必要かと思います。 

      ７月１２日、ラフティングの体験をアウトドア連合会ラフティング組合のご協力をい

ただき、水明荘からうのせ間で体験ツアーを行いました。参加者は９名の議員でありまし

た。 

      目的は、今やアウトドアスポーツは、ラフティングに代表されますように、みなかみ

町の観光資源の大きな柱になっております。対外的に町の情報発信をする機会が多い議員

各位がラフティングを体験することで、より真実味のある話ができるようになること、自

然の恵みに感謝しながら、その環境保全と安心・安全の確保による町のイメージアップを

図る目的の「アウトドアスポーツ振興条例」制定に向けての体験ということでした。今定

例会に議員提案として上程されましたが、議員各位のご協力をいただく中で、これを契機

に安心して遊べる町のイメージが定着されることを願いたいと思います。 

      ８月３日、豪雨被害による現地視察を実施しました。 

      ７月２７日深夜から２８日の未明にかけて降り続いた豪雨により、名胡桃地区を中心

に導水路、農地等に大きな被害が発生しました。最大１時間雨量は４７ミリでした。委員

会では、現地の状況を把握するため、被災箇所の現地確認を行いました。限られた時間の

中での視察であり、災害箇所をすべて確認することはできませんでしたが、被害状況の大

きい箇所を中心に回り、現地で担当課の職員から状況説明を受けました。 

      被災状況は、農政課関係で農地３１カ所、導水路９カ所、林道１カ所、地域整備課関

係では導水路１６カ所となっており、前原・北原線、天神、不動、不動４号線、不動９号

線、前山林道の６カ所を確認しました。いずれも被害は甚大であり、早急の対応と導水路

に関しては局地的豪雨の被害が全国的に発生傾向にあり、当局と住民の連携のもと、被害

を最小限にとどめる努力が望まれます。 

      ８月７日、川場村新設サッカー場視察をしました。 

      目的は、サッカー場新設による大会誘致とそれに伴う観光客誘致の調査研究というこ

とであります。８名の議員の皆さんの参加をいただきました。 

      対応していただいたのが、川場スポーツコミッション、ＮＰＯ法人かな、橋本さんに

していただき、施設の関係とすれば、造成は別にして上物だけで５０００万、助成金が３

８００万で実質１２００万円で建設された施設だということ。自治体が施設を建設した場
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合の問題点として、つくった後の活用方法、大会誘致や運営、開催ノウハウなどの問題を

指摘されました。 

      川場サッカー場の場合は、天然芝が１面であるため、大会を開くにしても、集客を考

えた場合にはある程度の限界があるということ、最低２面あれば集客は相当見込めるとい

うこともお話をいただきました。とともに、人工芝であればベストであるというお話でご

ざいました。 

      宿泊に関しては、例えば小学生の大会を開くとして、行動が１００人単位で行われる

ため、そのくらいの収容人数を受け入れる施設が必要である、また、収容施設は１軒の単

位でなくても、地区でまとまれればよいとのことでした。 

      また、施設が整った場合、誘致の大きなポイントとして、現地への送迎やサッカー以

外にも自然体験ツアーを組み込むなど、魅力があるプログラムが考えられるところは有利

であるなど、みなかみ町にとって大変参考になる話を聞くことができました。ちなみに、

７月から８月の約１カ月間で、サッカーによる集客というのが２０００人あったというこ

とでございます。 

      以上、産業観光常任委員会の報告とします。 

議 長（森下 直君） 以上で、閉会中の継続調査に関する委員長報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第６ 発議第７号 議員派遣の件について  

 

議 長（森下 直君） 日程第６、発議第７号、議員派遣の件についてを議題といたします。 

      本件につきましては、別紙のとおり議員派遣をすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） 異議なしと認めます。 

      よって、本件は別紙のとおり議員を派遣することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第７ 発議第８号 みなかみ町アウトドアスポーツ振興条例について  

 

議 長（森下 直君）  日程第７、発議第８号、みなかみ町アウトドアスポーツ振興条例について

を議題といたします。 

      小林洋君より提案理由の説明を求めます。 

      １番小林洋君。 

（１番 小林 洋君登壇）  

１ 番（小林 洋君）  みなかみ町アウトドアスポーツ振興条例の制定についてご説明申し上げま

す。 

      みなかみ町は、広大な森林や谷川岳に象徴される多くの山々、清らかに流れゆく利根

川や赤谷川など豊かな自然に恵まれ、美しい景観を有しており、アウトドアスポーツ活動
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に適した地域であります。自然との触れ合いを求め、アウトドアスポーツを体験する多く

の人々が訪れるようになり、アウトドアスポーツは、みなかみ町の活性化及び魅力ある地

域づくりに大きく貢献しております。 

      私たちは、このみなかみ町の豊かな自然に感謝するとともに、みなかみ町が日本一の

地域であることを自覚し、これにふさわしい地域づくりに努める必要があり、一方、アウ

トドアスポーツは、時として自然環境や地域住民の生活、その他の産業活動などへの負の

影響を及ぼす面があり、また、常に危険が伴うことからこれに対する取り組みが求められ

ております。 

      ここに、自然環境を保全し、アウトドアスポーツを整え、地域住民の生活との協調及

び関連する産業の活性化を図るとともに、アウトドアスポーツの振興に取り組むため、観

光産業委員及び小野章一議員の審議とご賛同を得て提案したものであります。 

      よろしくご審議の上、各位のご理解とご賛同をお願いいたしまして説明にかえさせて

いただきます。 

議 長（森下 直君）  小林洋君の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      発議第８号についての質疑はありませんか。 

      １０番原澤良輝君。 

１０番（原澤良輝君）  今、条例の提案を受けたんですけれども、第８条のイベントの承認という

ふうなところなんですけれども、この間の全協のときもいろいろ意見があったんですけれ

ども、このイベントという定義について、４月までに規則で定めるというふうなことにな

ると思うんですけれども、その全協での議論を踏まえて、イベントの定義について議論さ

れたかどうかちょっと教えてください。 

議 長（森下 直君） １番小林洋君。 

（１番 小林 洋君登壇）  

１ 番（小林 洋君）  イベントの定義については、第１２条の「この条例に定めるもののほか、

必要な事項は町長が定める」というところで、イベントの定義については補足していくと

いうことでよろしくお願いします。 

議 長（森下 直君） ほかにございませんか。 

      １１番島崎栄一君。 

１１番（島崎栄一君）  第８条なんですけども、「イベントを行う場合は事前に町長の承認を受け

るものとする」という文章なんですけれども、例えばオリエンテーリングとか町内を長く

歩くウオーキングのような、そういうイベントもこのアウトドアということで、町内を歩

き回るものですね、オリエンテーリングの大会とか、長い、夜歩くとか昼間歩くとかウオ

ーキングとか、そういうようなものもアウトドアとして含まれるということでしょうか。 

議 長（森下 直君） １番小林洋君。 

（１番 小林 洋君登壇）  

１ 番（小林 洋君） 基本的には含まれると思います。 

議 長（森下 直君） １１番島崎栄一君。 

１１番（島崎栄一君）  毎年、平和行進といって、町内を新治支所からずっと沼田のほうまで歩く
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ような、そういう歩くイベントがあります。ウオーキングとオリエンテーリングも町内を

歩きますし、平和行進も歩くんですけれども、その平和行進も今後は事前に町長の承認を

受けるものとするんですか。 

議 長（森下 直君） １番小林洋君。 

（１番 小林 洋君登壇）  

１ 番（小林 洋君）  オリエンテーリングというのは当然含まれると思うんですが、平和行進と

か、それがどういうものだかちょっと私も、メーデーの行進とか、そういうものはどうか

というのであれば、メーデーとかそういうものの行進なんかというのは別のものだと思い

ます。 

議 長（森下 直君） １１番島崎栄一君。 

１１番（島崎栄一君）  今の返答ですと、オリエンテーリングやウオーキングのような歩くイベン

トについては承認が要るけれども、メーデーや平和行進等政治的なものについてはわから

ないというようなことなんですけれども、じゃ、ウオーキングとかオリエンテーリングに

政治的なメッセージを、反原発のウオーキングとかつけた場合は承認が要らないのか、非

常にこの辺が難しい判断、あやふやではないかと思います。基本的には、日本というのは

自由の国、自由主義国なんで、基本的には何をやっても自由なんですよね。そういう中で

町長の承認を受けてイベントをするという、この条文は日本の法体系に合わないんではな

いかと思うんですけれども。 

議 長（森下 直君） １番小林洋君。 

（１番 小林 洋君登壇）  

１ 番（小林 洋君）  日本は自由主義国ですから、基本的には自由というのは当然だと思います

けれども、先ほどの説明の中で地域住民に対してのことや各産業に対しての負の問題がも

う起こっていると、そういう面からこういうことも整備していかなくちゃならないと。計

画も何もないようなイベントというか集会だかわかりませんけれども、そういうものに関

しては、皆さんもどうでしょうか、何も計画のないものをただやられても、そういうのが

問題になってきているんじゃないでしょうか。それをどうにかしようということが、この

条例の一歩でもありますんで、その辺を皆さんご理解いただきまして、審議のほうをよろ

しくお願いします。 

議 長（森下 直君） ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて発議第８号の質疑を終結いたします。 

      これより発議第８号についての討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

      １１番島崎栄一君。 

（１１番 島崎栄一君登壇）  

１１番（島崎栄一君）  発議第８号、みなかみ町アウトドアスポーツ振興条例について、反対の討

論をいたします。 

      全体的な考え方については、そんなに大きな問題はないとは思うんですけれども、た
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だ、第８条の「事前に町長の承認を受けるものとする」という条文については、基本的に

は自由な国である日本の憲法、法律の体系からするとおかしいんではないかと。質疑の中

でも、ウオーキング、オリエンテーリングについては承認が必要ということですけれども、

平和行進についてはわからないというふうに非常にあいまいです。基本的には、日本人が

何かイベントをするときにだれかの承認を受けなければならないというのは、よっぽどの

ちゃんとした合理的な理由がなければ規定できないということです。 

      例えば承認なしにイベントが行われた場合、とめられるのかというと非常に難しいん

ではないか。日本では法律のほうが条例より優先しますんで、憲法のほうを優先しますん

で、町がこんなふうに決めても意味がないんではないかと。何かをするのに町長の承認が

必要だというような、ちょっと北朝鮮じゃないですけれども、自由な国の日本としてはふ

さわしくない条例が入っていますので、これについては賛成できない、反対だということ

です。 

      以上です。 

議 長（森下 直君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

      ４番前田善成君。 

（４番 前田善成君登壇）  

４ 番（前田善成君）  発議第８号、みなかみ町アウトドアスポーツ振興条例について、賛成の立

場から討論させていただきます。 

      この条例については、産業観光常任委員会及び小野議員と数回にわたり討論を重ねて

きました。中身の文言一つ一つからこの町にかかわる産業がこれから発展していく、町を

世の中にＰＲするためにどれだけ必要になってくるか真剣に考え、けんかになるような形

になる言い争いも何度かしながら、この文言をつくってきました。この会議にかかわって

いる人間たちは、この文言について、自分たちの子供たちと同じように思い入れが強い文

章です。 

      イベントについても、何度かそういう指摘等もありましたが、これについては、新た

に町のほうでイベントについての条例を制定することでやっていけるだろうということで、

逆に危ない行為、特に町を不名誉な形でＰＲした、ああいう夜中にやった麻薬の問題とか、

そういうことを再発させないためのこの条例をどうしても制定したいという思いの中に、

今回この振興条例のほうを議会のほうに提案させていただいています。 

      こういうような思いの中で議員各位のご理解をいただき、賛成していただくように申

し上げて賛成討論としたいと思います。 

議 長（森下 直君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて発議第８号の討論を終結いたします。 

      発議第８号、みなかみ町アウトドアスポーツ振興条例についてを起立により採決いた

します。 

      本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 
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議 長（森下 直君） 起立多数であります。 

      よって、発議第８号、みなかみ町アウトドアスポーツ振興条例については、原案のと

おり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第８ 報告第 ８号 株式会社水の故郷の経営状況の報告について  

     報告第 ９号 株式会社月夜野振興公社の経営状況の報告について  

     報告第１０号 月夜野クラフトビール株式会社の経営状況の報告について  

     報告第１１号 株式会社猿ヶ京夢未来の経営状況の報告について  

     報告第１２号 平成２３年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率について  

 

議 長（森下 直君）  日程第８、報告第８号、株式会社水の故郷の経営状況の報告についてから

報告第１２号、平成２３年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率についてまで、

以上５件を一括議題といたします。 

      町長より、報告の説明を求めます。 

      町長岸良昌君。 

（町長 岸 良昌君登壇） 

町 長（岸 良昌君）  報告第８号から報告第１２号までについて、一括してご報告申し上げます。 

      まず、報告第８号、株式会社水の故郷、報告第９号、株式会社月夜野振興公社、報告

第１０号、月夜野クラフトビール株式会社、報告第１１号、株式会社猿ヶ京夢未来の経営

状況の報告でございますが、それぞれ各社より報告がありましたので、地方自治法第２４

３条の３第２項の規定により議会に提出するものであります。 

      次に、報告第１２号について説明させていただきます。 

      この報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成２３年度の決

算における健全化判断比率及び資金不足比率について報告するものでございます。 

      まず、健全化判断比率は、実質赤字比率から将来負担比率までの４つの指標からなっ

ております。このいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を定めなけ

ればなりません。みなかみ町の平成２３年度決算に基づく健全化判断比率につきましては、

いずれも基準を下回る数値となっております。実質赤字比率及び連結実質赤字比率につき

ましては、赤字ではございません。実質公債費比率につきましては１４．８％で、早期健

全化基準の２５％を下回っております。将来負担比率は５６．３％で、早期健全化基準の

３５０％を下回っております。 

      次に、公営企業会計にかかわる資金不足比率についてご報告いたします。 

      資金不足比率は、公営企業における資金不足額の事業規模に対する割合でございまし

て、経営健全化基準は２０％となっています。 

      なお、経営健全化基準以上の場合には、経営健全化計画を定めることになります。 

      みなかみ町の平成２３年度決算に基づく資金不足比率は、水道事業会計から温泉事業

特別会計までいずれも赤字ではないため、資金不足比率は算定されませんでした。 
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      なお、監査委員の意見については、監査委員会から提出されました決算審査意見書の

とおりでございます。 

      以上、報告第８号から第１２号までの報告とさせていただきます。 

議 長（森下 直君）  以上で報告第８号、株式会社水の故郷の経営状況の報告についてから、報

告第１２号、平成２３年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率についてまでを終

わります。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第９ 諮問第４号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて  

 

議 長（森下 直君）  日程第９、諮問第４号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求める

ことについてを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。 

      町長岸良昌君。 

（町長 岸 良昌君登壇） 

町 長（岸 良昌君） 諮問第４号についてご説明申し上げます。 

      現在、人権擁護委員として平成２２年１月１日より活躍いただいております、みなか

み町後閑６９３番地の４の澤田久子さんが平成２４年１２月３１日に任期満了となります

ので、前橋地方法務局長から後任委員の推薦依頼が来ております。つきましては、人格見

識に優れ、献身的に委員活動に専心されております澤田久子さんを推薦いたしたく、人権

擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものであります。 

      よろしくご審議を賜り、ご決定いただきますようお願い申し上げます。 

議 長（森下 直君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      諮問第４号についての質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて諮問第４号についての質疑を終結いたします。 

      これより諮問第４号についての討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて諮問第４号の討論を終結いたします。 

      諮問第４号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについてを採決い

たします。 

      本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ご異議なしと認めます。 

      よって、諮問第４号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて
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は、原案のとおり同意されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１０ 議案第７６号 みなかみ町公平委員の選任について  

 

議 長（森下 直君）  日程第１０、議案第７６号、みなかみ町公平委員の選任についてを議題と

いたします 

      町長より、提案理由の説明を求めます。 

      町長岸良昌君。 

（町長 岸 良昌君登壇） 

町 長（岸 良昌君） 議案第７６号についてご説明申し上げます。 

      現在、公平委員であるみなかみ町湯原３４番地の黒田克己氏の任期が平成２４年１１

月２４日に満了となります。 

      黒田氏は、人格高潔にして地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に見識が

あり、公平委員として適任でありますので、引き続き黒田氏を選任いたしたく、議会の同

意を求めるものであります。なお、任期は４年でございます。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議 長（森下 直君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第７６号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて議案第７６号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第７６号についての討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて議案第７６号の討論を終結いたします。 

      議案第７６号、みなかみ町公平委員の選任についてを採決いたします。 

      本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第７６号、みなかみ町公平委員の選任については、原案のとおり同意さ

れました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１１ 議案第７７号 みなかみ町教育委員会委員の任命について  

 

議 長（森下 直君）  日程第１１、議案第７７号、みなかみ町教育委員会委員の任命についてを
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議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。 

      町長岸良昌君。 

（町長 岸 良昌君登壇） 

町 長（岸 良昌君） 議案第７７号について提案の理由を申し上げます。 

      教育委員のうち木村孝弘氏におかれましては、１１月２５日をもって任期満了となり

ます。 

      つきましては、根津公安氏を教育委員に任命いたしたく、議会の同意を求めるもので

あります。 

      根津公安氏は、昭和３５年２月５日生まれの５２歳で、みなかみ町月夜野２６２番地

に居住し、桐匠根津桐材を経営されております。平成１１年５月から平成２２年４月まで、

３期にわたり旧月夜野町及びみなかみ町の議会議員としてご活躍されました。また、地元

消防団の分団長や月夜野商工会青年部長、第一幼稚園ＰＴＡ会長などを歴任されておりま

す。このように豊富な経験を持ち、人格、識見とも申し分なく、教育委員として適任であ

ります。 

      なお、任期につきましては、平成２４年１１月２６日から平成２８年１１月２５日ま

での４年間であります。 

      本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、本

委員の任命について議会の同意を得たく提案するものであります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議 長（森下 直君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第７７号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて議案第７７号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第７７号についての討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて議案第７７号の討論を終結いたします。 

      議案第７７号、みなかみ町教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 

      本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第７７号、みなかみ町教育委員会委員の任命については、原案のとおり

同意されました。 

──────────────────────────────────────────── 
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日程第１２ 議案第７８号 利根西部福祉作業所条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（森下 直君）  日程第１２、議案第７８号、利根西部福祉作業所条例の一部を改正する条

例についてを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。 

      町長岸良昌君。 

（町長 岸 良昌君登壇） 

町 長（岸 良昌君） 議案第７８号についてご説明申し上げます。 

      この条例改正は、利根西部福祉作業所の名称を「みなかみ町福祉作業所ぴっころ」に

改正をしようとするものです。 

      利根西部福祉作業所は、月夜野町、水上町、新治村の３カ町村が平成１３年４月に利

根西部地域における共同の福祉作業所として設置した施設で、「ぴっころ」の愛称で親し

まれております。現在、障害者自立支援法に基づいた地域生活支援事業として町内の社会

福祉法人へ運営を委託しており、その活動につきましては、地域住民からも親しみを持っ

て受け入れられているところでございます。 

      このたび、「利根西部福祉作業所」という名称を現在の町名に合わせ、「みなかみ町

福祉作業所ぴっころ」として名称変更を行い、町の障害者施策のさらなる推進を図ってま

いりたいと考えております。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議 長（森下 直君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第７８号についての質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて議案第７８号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第７８号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて議案第７８号の討論を終結いたします。 

      議案第７８号、利根西部福祉作業所条例の一部を改正する条例についてを採決いたし

ます。 

      本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第７８号、利根西部福祉作業所条例の一部を改正する条例については、

原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 
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日程第１３ 議案第７９号 みなかみ町水道料金審議会条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（森下 直君）  日程第１３、議案第７９号、みなかみ町水道料金審議会条例の一部を改正

する条例についてを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。 

      町長岸良昌君。 

（町長 岸 良昌君登壇） 

町 長（岸 良昌君） 議案第７９号について提案の理由を説明いたします。 

      みなかみ町下水道事業は、認可区域内の下水道網整備に加え、老朽化対策事業、処理

場やポンプ場等の維持管理事業を行うとともに、流域関連公共下水道の維持管理費の一部

も負担しております。下水道事業の運営に関しては、一般会計から基準外繰り入れを受け

ているのが現状であります。 

      一方で、下水道使用料につきましては、合併協議会の審議において、「新町に移行後

も当分の間は現行どおりとし、段階的に調整する」との調整方針が示されております。 

      みなかみ町が発足し既に７年が経過していることや、経営の健全化を図る必要がある

ことから、下水道使用料の見直しが不可欠と考えており、検討を開始するために「下水道

事業運営審議会」を設けたいと考えておるところであります。下水道事業運営審議会の設

置に当たりましては、既に審議会設置をうたっております「みなかみ町水道料金審議会条

例」がございますので、その中にあわせて下水道審議会の規定を加えるということをした

く、条例の一部を改正しようとするものであります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議 長（森下 直君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第７９号についての質疑はありませんか。 

      １０番原澤良輝君。 

１０番（原澤良輝君）  下水道事業に対する考えなんですけれども、現在の下水道は確かに赤字と

いうふうになっていますけれども、それはやはり下水道事業そのものの運営の方法に問題

があったんじゃないかなというふうに思って、流域という形で上から下に流れるような形

になっていますけれども、山間地でありますんで、平らなところみたいに大容量ですか、

大きな管で通せないし、山あり谷ありというふうなところで、それも含めて受益者に負担

させるというシステムというのは、ちょっと間違っているんじゃないかなというふうに思

っているんで、その辺のところをちょっと伺います。 

議 長（森下 直君） 町長岸良昌君。 

町 長（岸 良昌君）  ただいまのご指摘、要因としてはいろいろあろうかと思っています。ただ

し、下水道事業については、基本的に公営企業として運営するというのが原則になってお

ります。 

      また、今、ご指摘のありました認可区域の広域の下水をどうするか、これについては、

一方で地域の関係者並びに流域下水道を運営しています県とも相談しながら、認可区域の

見直しというのを一方でやっております。現在のところ、今の形を変える必要はないのか
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なというのが主な方向でございます。 

      また、今、原澤議員からご指摘がありましたように、その他の形での汚水処理、集落

排水事業であるとか、特環事業であるとかございます。これらの計画についても、実態に

合わせて見直しつつ実施していくということは、一方で行っているところでございます。 

      とは言いながら、提案理由でご説明申し上げましたように、合併前の料金体系あるい

はそれを現時点において見直ししていかなければいけないということも、これはまた現実

だろうと思っております。ただいま原澤議員のご指摘は、一般会計からの規定外の繰り入

れがある程度あってもいいんだというご指摘ではないかと思います。それはそれとして、

審議会の中でそのバランスも検討しつつ、料金改定についてご審議いただければありがた

いと思っているところでございます。 

議 長（森下 直君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて議案第７９号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第７９号についての討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて議案第７９号の討論を終結いたします。 

      議案第７９号、みなかみ町水道料金審議会条例の一部を改正する条例についてを採決

いたします。 

      本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第７９号、みなかみ町水道料金審議会条例の一部を改正する条例につい

ては、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１４ 議案第８０号 みなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設の設置及び管理に関する条例の一部を改  

             改正する条例について  

 

議 長（森下 直君）  日程第１４、議案第８０号、みなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

      町長より、報告の説明を求めます。 

      町長岸良昌君。 

（町長 岸 良昌君登壇） 

町 長（岸 良昌君） 議案第８０号についてご説明申し上げます。 

      猿ヶ京地区の温泉給湯事業につきましては、昭和４５年から行っておりますが、こと
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しの４月からは、みなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設の設置及び管理に関する条例に基づいて

事業を実施しているところであります。 

      料金の仕組みといたしましては、温泉使用料とメーター使用料の二本立てとなってお

ります。具体的には、第２２条でメーター使用料を１口から２口を１０００円、３口から

４口を２０００円と規定しておりますが、第２０条で規定しております温泉使用料のほう

は、１口から７口まで使用できるという内容となっております。この間、実際に５口以上

の温泉を使用するメーターの使用料については、条例上、対応できておりませんでした。 

      このような中で、現在、１人の受湯権利者から「３口と４口をまとめて７口の契約に

できないのか」との申し出がありました。これにつきまして、平成２２年６月２５日に、

「みなかみ町温泉事業運営委員会設置条例に基づく温泉事業運営委員会」を開催し、ご協

議いただいた結果、「メーター使用料の区分を新たに追加して、『５口から７口までを３

０００円』とすることが妥当である」との答申をいただきました。今回、この条例の一部

をその趣旨に従って改正しようとするものであります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議 長（森下 直君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第８０号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて議案第８０号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第８０号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて議案第８０号の討論を終結いたします。 

      議案第８０号、みなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例についてを採決いたします。 

      本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第８０号、みなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（森下 直君）  暫時休憩をいたします。１０時半から再開いたしますので、よろしくお願

いします。 

（１０時１５分 休憩）  

──────────────────────────────────────────── 

（１０時３０分 再開）  

議 長（森下 直君） 再開をいたします。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１５ 認定第 １号 平成２３年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定  

      認定第 ２号 平成２３年度みなかみ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定  

      認定第 ３号 平成２３年度みなかみ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定  

      認定第 ４号 平成２３年度みなかみ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定  

      認定第 ５号 平成２３年度みなかみ町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定  

      認定第 ６号 平成２３年度みなかみ町利根沼田広域観光センター特別会計歳入歳出決  

             算認定  

      認定第 ７号 平成２３年度みなかみ町スキー場事業特別会計歳入歳出決算認定  

      認定第 ８号 平成２３年度みなかみ町自家用有償バス事業特別会計歳入歳出決算認定  

      認定第 ９号 平成２３年度みなかみ町温泉事業特別会計歳入歳出決算認定  

      認定第１０号 平成２３年度みなかみ町水道事業会計歳入歳出決算認定  

 

議 長（森下 直君）  日程第１５、認定第１号、平成２３年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算

認定についてから、認定第１０号、平成２３年度みなかみ町水道事業会計歳入歳出決算認

定についてまでは、関連する議題でありますので、以上１０件を一括議題といたします。 

      町長より、一括して提案理由の説明を求めます。 

      町長岸良昌君。 

（町長 岸 良昌君登壇） 

町 長（岸 良昌君） 認定第１号から第１０号まで一括して説明させていただきます。 

      最初に、認定第１号についてご説明申し上げます。 

      歳入総額は１４２億８１０５万１２０８円、歳出総額は１３３億３９５４万６８３９

円で、歳入歳出差引残額が９億４１５０万４３６９円となりました。 

      このうち翌年度へ繰り越すべき財源額が１億３４４８万２０９０円ありますので、実

質収支は８億７０２万２２７９円の黒字となりました。 

      歳入については、町税の総額が３８億４４２５万２０００円で、歳入の２６．９％を

占めております。その主なものは、町民税７億５６９２万２０００円、固定資産税２６億

６７４５万４０００円でありました。 

      地方譲与税は２億１８０９万３０００円、各種交付金は合計で３億３９８９万１００

０円でありました。地方交付税では、普通交付税が４８億７７４８万３０００円、特別交

付税が３億４６７７万４０００円でありました。 

      分担金及び負担金は、総額１億８８１２万５０００円で、保育園保育料負担金３９２

０万６０００円、学校給食費負担金９３１１万８０００円等でありました。 

      使用料及び手数料は、町営住宅使用料で総額２億４１２８万６０００円となりました。 

      国庫支出金の総額は９億７５８１万８０００円で、障害者自立支援給付費等負担金１

億３４５１万円、子ども手当負担金２億３８５０万２０００円、きめ細かな交付金８８０

６万５０００円、社会資本整備総合交付金１億２７３２万７０００円、道整備交付金１億
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５２６５万円などとなりました。 

      県支出金の総額は８億７８７０万１０００円で、障害者自立支援給付費等負担金６７

２５万５０００円、東日本大震災求償費負担金５６３９万５０００円、国民健康保険基盤

安定負担金７８８１万５０００円、電源立地地域対策交付金６２７４万９０００円、福祉

医療費補助金８１１５万１０００円、中山間地域総合整備事業補助金５６５５万円、緊急

雇用創出基金事業補助金７８６２万８０００円などでありました。 

      町債の総額は１６億４４７０万円で、内訳は合併特例事業債が６億６８１０万円、過

疎対策事業債が２億５４１０万円、これ以外の一般公共事業債等投資的経費に充当した町

債が１３１０万円、地方交付税で交付されるべきところの臨時財政対策債が７億９４０万

円でありました。 

      歳出については、目的別にご説明申し上げます。 

      １款議会費は１億１９６１万１０００円となり、議員報酬及び手当と職員の人件費等

でありました。 

      ２款総務費は、総額で１９億１６０２万１０００円となり、主な内訳は、総務管理費

１６億３６６４万７０００円、徴税費１億９５６９万２０００円、戸籍住民基本台帳費５

１０７万１０００円、選挙費３０７０万３０００円等であります。総務管理費の主なもの

は、一般管理費５億９３７３万７０００円、財政管理費３億８９７６万２０００円、財産

管理費７３５６万９０００円、企画費４億９８９８万２０００円でありました。 

      ３款民生費では、総額で２２億７８１６万３０００円となりました。このうち社会福

祉費は１５億３４０８万５０００円で、主な内訳は、社会福祉総務費１億４９０２万５０

００円、老人福祉費１億２０３１万５０００円、福祉医療費１億６８６４万８０００円、

障害者福祉費３億５５７９万円、介護保険費３億３０７１万１０００円、後期高齢者医療

費３億４８０７万４０００円でありました。また、児童福祉費は７億５９７万６０００円

であり、子ども手当や保育園・こども園及び児童館等にかかわる運営費でありました。 

      ４款衛生費は、総額１２億２９２９万８０００円となりました。内訳は、保健衛生費

が５億３９１５万４０００円、清掃費が５億９００９万９０００円、水道費が１億４万４

０００円であります。 

      ６款農林水産業費は、総額９億８１２万５０００円であり、その内訳は、農業費が７

億４６４７万８０００円、林業費が１億６１６４万７０００円でありました。 

      農業費の主なものは、農地費の利根沼田区域農用地総合整備事業負担金１億１０５８

万６０００円を初め、各種土地改良関係事業費でありました。 

      ７款商工費は、総額３億９００２万２０００円となり、その内訳は、商工費９１８８

万９０００円、観光費２億９８１３万４０００円でありました。 

      ８款土木費では、総額１９億３５２０万１０００円となり、内訳は、道路橋梁費６億

１３６０万円、都市計画費１１億７０１２万３０００円、住宅費１億２２６１万２０００

円等でありました。 

      道路橋梁費の主なものは、道路新設改良費の社会資本整備総合交付金事業８２９４万

円、地域活力基盤創造交付金事業４０８９万４０００円、また、除雪費の２億５７１１万
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５０００円などでありました。 

      都市計画費は、都市整備費の後閑地区まちづくり交付金事業２億５１０２万４０００

円、道整備交付金事業３億８１９９万８０００円、公共下水道費の下水道事業特別会計へ

の繰出金４億１７００万円が主なものでありました。 

      住宅費は、１億２２６１万２０００円で、町営住宅の住宅管理費であります。 

      ９款消防費は、総額４億７６６３万３０００円で、消防総務費３億４１７３万１００

０円、非常備消防費７７０２万６０００円等でありました。消防総務費の主なものは、利

根沼田広域消防費３億４１３３万４０００円でありました。 

      １０款教育費は、総額１６億３１９２万７０００円となり、その内訳は、教育総務費

２億２４３２万３０００円、小学校費１億２９１万４０００円、中学校費１億８７３８万

円、高等学校費４億４３９１万７０００円、幼稚園費９８８０万９０００円、社会教育費

２億７４６２万７０００円、保健体育費５８４０万６０００円、給食センター費２億４１

５５万円でありました。高等学校費は、利根沼田学校組合に対する普通交付税措置分４億

４２０８万２０００円が主なものであります。 

      １１款災害復旧費は、８５９０万２０００円で、農林水産業施設１９６３万５０００

円、土木施設６６２６万７０００円の災害復旧費でありました。 

      １２款公債費は、総額で２３億４０７９万３０００円となり、長期償還還元金は２０

億８１３９万３０００円で、利子は２億５９４０万１０００円でありました。 

      １３款諸支出金は、総額で１１７２万２０００円となりました。そのうち土地開発公

社費が１１７１万８０００円でした。 

      以上、一般会計についてご説明申し上げました。 

      次に、認定第２号についてご説明申し上げます。 

      歳入総額３３億１５９３万９８９２円、歳出総額２８億６３１７万３２８１円となり、

歳入歳出差引残額は４億５２７６万６６１１円となりました。 

      歳入につきましては、１款国民健康保険税が歳入総額の２３．７％、２款国庫支出金

が２４％、４款前期高齢者交付金が１５．１％、６款共同事業交付金が１０．４％、９款

繰越金が１３．７％、その他、県支出金、繰入金などとなっております。 

      歳出につきましては、大部分を２款の保険給付費が占めており、歳出総額の６６．

４％であります。３款の後期高齢者支援金等については１２．５％、７款の共同事業拠出

金が１２．５％となっており、その他として介護納付金、保健事業費などとなっておりま

す。 

      平成２３年度の決算は、前年度からの繰越金に加え、一般会計からの法定外繰入金及

び国からの交付金の追加交付による収入増がありました。 

      一方、歳出総額につきましては、前年と比較いたしますと０．３％とわずかな伸びで、

金額では８３６万円の微増となっておりますが、保険給付費においては６．７％、金額で

は１億１９６７万円増加いたしました。今決算においては４億５０００万を超える黒字と

なりましたが、今年度に引き続き、次年度以降につきましてもさらなる財源等の精査を重

ね、国保会計の安定運営を図る所存でございます。 
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      次に、認定第３号についてご説明申し上げます。 

      歳入総額２億４６１４万４２６８円、歳出総額２億３１６４万６００１円となり、歳

入歳出差引残額は１４４９万８２６７円となりました。 

      歳入につきましては、１款後期高齢者医療保険料が歳入総額の５７．３％を占め、続

いて２款一般会計繰入金の３４．９％などであります。歳出につきましては、大部分が２

款の後期高齢者医療広域連合納付金であり、歳出総額の９５．２％を占め、その他は総務

費と諸支出金、保健事業費であります。 

      後期高齢者医療制度は、広域連合が運営主体となっており、町においては主に保険料

の徴収や窓口業務を行っているところであります。 

      次に、認定第４号についてご説明申し上げます。 

      歳入総額１９億１２３２万９３５円、歳出総額１８億９３１０万２８８８円、歳入歳

出差引残額は１９２１万８０４７円となりました。 

      歳入総額では、前年度と比較し２．６％の増加となりましたが、その主な理由は、歳

出における給付費の増額に伴うそれぞれの法定負担金が増加したことによるものでありま

す。同様に、歳出総額では５．１％の増加となりました。主な理由としては、２款保険給

付費が対前年比３．６％、７款諸支出金が６４．０％増加したことによるものであります。 

      要支援１以上の介護保険認定者数は、平成２３年度末１３４９名で、うち第１号被保

険者の認定者数は１３１７名であり、第１号被保険者数６８５５名を分母とした認定率は

１９．２％となりました。前年度と比較すると、認定者数では２４８名、認定率では３．

６％ほど増加しております。 

      平成２３年度は３年に一度の介護保険事業計画の見直し年であり、今回の第５期計画

では、平成２４年度から２６年度までの介護サービス計画と第１号被保険者の保険料を決

定させていただきました。保険料は、第４期計画と比較して基準額の年額ベースで７００

０円、率としては１６．４％の増額改定となりました。引き続き、健全な制度運営を基本

とし、真に必要な介護サービスの提供が図られるよう制度の拡充に努め、高齢者の皆さん

が住みなれた地域で、いつまでも安全・安心で元気に暮らせるための施策を盛り込んだ計

画策定に努めてまいります。 

      次に、認定第５号についてご説明申し上げます。 

      歳入総額９億８３９３万３５２６円、歳出総額９億３７７６万３７２８円で、歳入歳

出差引残額は４６１６万９７９８円となりました。このうち、翌年度へ繰り越すべき財源

額が２７６万６０００円ありますので、実質収支額は４３４０万３７９８円となりました。 

      歳入の主なものは、２款使用料及び手数料２億２０９４万５０００円は、下水道使用

料であり、現年度分収納率は９８．２％となっております。 

      ３款国庫支出金２７６１万円及び４款県支出金６７７万４０００円は、公共下水道工

事と合併浄化槽設置の補助金であります。 

      ６款繰入金４億１７００万円は、一般会計からの繰入金で、７款繰入金５５４１万９

０００円は、前年度からの繰越金であります。 

      ９款町債２億４９６０万円は、下水道事業債及び過疎対策事業債であります。 
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      歳出の主なものは、１款総務費６４７２万６０００円は、人件費及び一般管理費であ

ります。 

      ２款下水道事業費３億４９６４万円は、公共下水道費１億１４３１万２０００円、特

定環境保全公共下水道費４０４７万４０００円、流域下水道１億７２３２万４０００円等

であります。 

      ３款公債費５億２３３９万８０００円は、下水道事業債の元利償還金であります。 

      下水道整備１．１ヘクタール、合併浄化槽への補助５３基を実施し、汚水処理普及率

が７２．７％、対前年度比２ポイントの上昇となり、利根川源流地域の水質保全に貢献し

ているところであります。 

      次に、認定第６号についてご説明申し上げます。 

      本特別会計は、平成２３年度末で廃止となり、平成２４年３月末で打ち切り決算を行

い、一般会計へ統合されました。 

      歳入総額、歳出総額はそれぞれ８０８万８７６３円となりました。 

      主な歳入は、４款繰入金の基金繰入金５４２万６０００円、６款諸収入のテナントが

支払う電気維持管理費の１７０万円であります。 

      歳出の主なものは、１款維持管理費の光熱水費等の需用費４３２万６０００円、設備

管理の保守委託料９１万１０００円、修繕のための工事請負費２５３万１０００円であり

ます。施設は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合からみなかみ町へ移管となっておりま

す。 

      次に、認定第７号についてご説明申し上げます。 

      本特別会計も平成２３年度末で廃止となり、平成２４年３月末で打ち切り決算を行い、

一般会計へ統合されました。 

      歳入総額、歳出総額はそれぞれ１３６７万７２１３円となりました。 

      歳入の主なものは、１款事業収入のリフト、ロープ塔、貸スキーの使用料６９４万１

０００円、食堂、売店の売り上げ３３６万３０００円、前年度繰越金１４７万５０００円、

一般会計繰入金１８７万８０００円であります。 

      歳出の主なものは、１款事業費の賃金４８３万１０００円、光熱水費等の需用費３２

０万８０００円、使用料及び賃借料の国有林借上料等の２４５万３０００円であります。 

      活性化プロジェクト実行委員会との協働により、オリジナルイベントとして林辰男杯

ジュニアスラローム大会、赤沢雪まつり、キッズファミリー誘客事業、ママさんスキー教

室などを開催した結果、入り込み客数が７３７７人で、対前年度比１７０％となっており

ます。 

      次に、認定第８号についてご説明申し上げます。 

      本特別会計も平成２３年度末で廃止となり、平成２４年３月末で打ち切り決算を行い、

一般会計へ統合されました。 

      歳入総額、歳出総額はそれぞれ６２４万８８０円となりました。 

      歳入の主なものは、１款で使用料収入が３４５万円、２款で県補助金が６５万円、３

款で基金繰入金が１９０万９０００円、４款で前年度繰越金が２３万１０００円となりま
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した。 

      歳出の主なものは、１款総務費の一般管理費６２４万円で、バスの運行管理費であり

ます。 

      今後も地域住民と観光客の交通の確保のため、安全に留意し運行してまいりたいと考

えております。 

      認定第９号についてご説明申し上げます。 

      本特別会計も平成２３年度末で廃止となり、平成２４年３月末で打ち切り決算を行い、

一般会計へ統合されました。 

      歳入総額、歳出総額はそれぞれ３５５８万１３７６円となりました。 

      歳入の主なものは、１款事業収入の温泉使用料２７３９万８０００円、基金繰入金１

８４万６０００円、前年度繰越金５１１万５０００円であります。 

      歳出の主なものは、１款事業費の温泉総務費の職員人件費７４５万４０００円、温泉

管理費の賃金１８５万６０００円、光熱水費等の需用費６３８万３０００円、工事請負費

６９９万１０００円、備品購入費５４９万３０００円、猿ヶ京湯元泉協同組合負担金等５

５２万１０００円であります。 

      次に、認定第１０号についてご説明申し上げます。 

      本会計は、上水道会計内に簡易水道会計を置く会計統合を平成２３年４月１日に行い、

新たな会計となりました。 

      給水戸数７８６７戸、給水人口２万１００９人で、年間有収水量は３２２万８７７３

トンとなりました。 

      収益的収支では、事業収益４億６３３６万４６４９円、事業費用４億３５５０万８９

８４円となりました。消費税差引計算後、２５００万１６２０円の当該年度純利益となり、

３億６２６２万９１６９円が当年度末処理欠損金となりました。 

      資本的収支では、事業収入１億３３８１万９５００円で、事業支出２億４２１８万６

３２７円となり、不足額１億８３６万６８２７円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額２８０万９３２２円、過年度分損益勘定留保資金１億５５５万７５０５円で

補てんいたしました。 

      主な事業は、赤谷地区飲料水供給施設設置工事により水道未普及地区の解消を行い、

猿ヶ京簡易水道緊急連絡管工事、大穴配水管布設がえ工事、川上地区・オオサワダ地区の

圧力解消工事を行い、安全な水道水の安定供給を図るための事業を実施したところです。 

      以上、認定第１号から認定第１０号まで一括してご説明申し上げました。よろしくご

審議の上、認定くださいますようお願い申し上げます。 

議 長（森下 直君） 町長の提案理由の説明が終了しました。 

      ここで、みなかみ町代表監査委員より決算審査の報告を求めます。 

      代表監査委員渋谷正誼君。 

（代表監査委員 渋谷正誼君登壇） 

代表監査委員（渋谷正誼君） 会計監査委員の渋谷でございます。 

      監査委員を代表いたしまして、先般行われました平成２３年度の町の会計決算、決算
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審査意見書についてご報告申し上げます。 

      資料につきましては、ただいま認定第１０号のその後ろについておりますので、ごら

んいただきたいと思います。 
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代表監査委員（渋谷正誼君）  以上、一般会計の決算審査意見等についてご報告したわけでありま

すけれども、町の財政というものは、着実に改善されているという状況が目にとれるわけ

であります。これもひとえに皆様方の本当に町をよくしたいというご熱意とご努力による

ものというふうに思っているところであります。今後ともさらにご協力いただき、あるい

はそういったことにご努力いただきたいということを念頭に置きながら、心から感謝申し

上げて、ご報告とさせていただきます。ありがとうございました。 

議 長（森下 直君） 以上で決算審査の報告を終わります。大変ご苦労さまでした。 

      これより質疑に入ります。質疑はひとつ簡単にお願いしたいと思います。 

      まず、認定第１号、平成２３年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定について、質

疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて認定第１号の質疑を終結いたします。 

      続きまして、認定第２号、平成２３年度みなかみ町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定についての質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて認定第２号の質疑を終結いたします。 

      次に、認定第３号、平成２３年度みなかみ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定についての質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて認定第３号の質疑を終結いたします。 

      次に、認定第４号、平成２３年度みなかみ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いての質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて認定第４号の質疑を終結いたします。 

      次に、認定第５号、平成２３年度みなかみ町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついての質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて認定第５号の質疑を終結いたします。 

      次に、認定第６号、平成２３年度みなかみ町利根沼田広域観光センター特別会計歳入

歳出決算認定について、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて認定第６号の質疑を終結いたします。 

      次に、認定第７号、平成２３年度みなかみ町スキー場事業特別会計歳入歳出決算認定

について、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて認定第７号の質疑を終結いたします。 

      次に、認定第８号、平成２３年度みなかみ町自家用有償バス事業特別会計歳入歳出決

算認定についての質疑はありませんか。 

－54－ 



H24-5（9.4）第 1号 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて認定第８号の質疑を終結いたします。 

      次に、認定第９号、平成２３年度みなかみ町温泉事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いての質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて認定第９号の質疑を終結いたします。 

      次に、認定第１０号、平成２３年度みなかみ町水道事業会計歳入歳出決算認定につい

て、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） ありませんので、これにて認定第１０号の質疑を終結いたします。 

      お諮りいたします。 

      認定第１号、平成２３年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定

第１０号、平成２３年度みなかみ町水道事業会計歳入歳出決算認定については、委員会議

案付託表のとおり所管の委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） 異議なしと認めます。 

      よって、認定第１号、平成２３年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定についてか

ら、認定第１０号、平成２３年度みなかみ町水道事業会計歳入歳出決算認定については、

委員会議案付託表のとおり所管の委員会に付託することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１６ 議案第８１号 平成２４年度みなかみ町一般会計補正予算（第４号）  

      議案第８２号 平成２４年度みなかみ町介護保険特別会計補正予算（第１号）  

      議案第８３号 平成２４年度みなかみ町下水道事業特別会計補正予算（第１号）  

      議案第８４号 平成２４年度みなかみ町水道事業会計補正予算（第１号）  

 

議 長（森下 直君）  日程第１６、議案第８１号、平成２４年度みなかみ町一般会計補正予算

（第４号）についてから、議案第８４号、平成２４年度みなかみ町水道事業会計補正予算

（第１号）についてまでは、関連する議題でありますので、以上４件を一括議題といたし

ます。 

      町長より、一括して提案理由の説明を求めます。 

      町長岸良昌君。 

（町長 岸 良昌君登壇） 

町 長（岸 良昌君） 議案第８１号から議案第８４号まで一括してご説明申し上げます。 

      最初に、議案第８１号についてご説明申し上げます。 

      既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億２３１８万８０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３５億５５７３万７０００円とするものであり

ます。 
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      歳出補正の主なものですが、２款総務費では、１項総務管理費２億１０５９万円の増

額は、公共施設管理基金積立金２億円、まちづくり協議会支援交付金３００万円及び地場

産業振興対策事業補助金２００万円等であります。 

      ３款民生費では、１項社会福祉費１２２０万１０００円の増額は、地域支え合い体制

づくり事業補助金１０００万円が主なものであります。２項児童福祉費５２０万５０００

円の増額は、子育て世帯住宅新築費補助金３００万円及び月夜野地区こども園開設準備事

業３００万円等であります。 

      ４款衛生費では、１項保健衛生費２１６万８０００円の増額は、旧衛生センター管理

事業が主なものであります。 

      ６款農林水産業費は、１項農業費１億１２５１万８０００円の増額は、大峰牧場管理

運営事業４７００万円、小規模土地改良事業２７６２万６０００円及び農山漁村活性化プ

ロジェクト支援交付金事業１６８０万円が主なものです。２項林業費５４９万４０００円

の増額は、森林整備促進事業３１０万２０００円が主なものです。 

      ７款商工費では、１項商工費１３６９万７０００円の増額は、住宅新築改修補助金１

０００万円等であります。２項観光費６６８５万円の増額は、国際観光振興事業１４０９

万３０００円、スキー場アクセスサポート事業１４２６万４０００円及びたくみの里施設

管理事業２５２０万円が主なものであります。 

      ８款土木費では、２項道路橋梁費２５１０万７０００円の増額は、道路維持管理事業

１７８０万円及び消融雪施設維持管理事業６９５万５０００円が主なものです。４項都市

計画費２７１９万７０００円の増額は、湯檜曽公園土地購入費であります。５項住宅費１

０３０万円の減額の主なものは、高日向団地Ａ・Ｂ棟解体工事を補助対象として、特定財

源を確保するために翌年度に施行しようとするものであります。 

      ９款消防費では、１項消防費１６３３万円の増額は、消防団詰所整備事業１３６０万

円が主なものです。 

      １０款教育費では、６項社会教育費２６８０万円の増額は、集会施設整備事業であり

ます。 

      １１款災害復旧費では、１項農林水産業施設災害復旧費４４０万円及び２項土木施設

災害復旧費１２００万円の増額は、７月２７日深夜から２８日の未明にかけての豪雨によ

り、被災した箇所の復旧費であります。 

      １３款諸支出金では、２項土地開発公社費１億９０５８万６０００円の増額は、土地

購入費２０５８万６０００円及び管理事務費補助金１億７０００万円であります。 

      一方、財源となる歳入補正ですが、主な内訳は、地方交付税２億５９０５万５０００

円の増額は、普通交付税であります。 

      分担金及び負担金１８６１万円の増額は、集会施設整備事業分担金１５６４万円が主

なものであります。 

      県支出金６６５９万７０００円の増額は、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金１

３４４万円及び緊急雇用創出基金事業補助金１５９６万円が主なものです。 

      繰越金２億５７０２万２０００円につきましては、平成２３年度決算の確定に伴う繰
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越金です。 

      町債１億２２５０万円の増額は、過疎対策事業債３６４０万円及び臨時財政対策債７

９００万円が主なものであります。 

      以上が一般会計の補正内容でございます。 

      次に、議案第８２号についてご説明申し上げます。 

      既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０１万２０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９億５００１万２０００円とするものであります。 

      歳出補正につきましては、１款総務費４４万１０００円の増額は、介護保険法改正に

伴うシステム改修費であります。 

      ５款基金積立金９１６万９０００円の増額及び７款諸支出金１６万６０００円の減額

は、平成２３年度決算額の確定に伴う増減であります。 

      ８款予備費７４３万２０００円の減額は、繰越金の減額に伴うものです。 

      財源となる歳入補正につきましては、１款保険料５１１万１０００円の増額は、町民

税の確定により第１号被保険者の保険料を改定したことによるものであります。 

      ４款国庫支出金９３万３０００円及び５款支払基金交付金４０５万２０００円の増額、

繰越金８５２万５０００円の減額は、平成２３年度決算額の確定に伴う増減であります。 

      以上が介護保険特別会計の補正内容でございます。 

      次に、議案第８３号についてご説明申し上げます。 

      既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０９０万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１０億２０９０万円とするものであります。 

      歳出補正の主なものは、２款下水道事業費、１項公共下水道費２１５０万円は、下水

道台帳更新業務委託料及び施設修繕費等維持管理費の増額によるものです。２項特定環境

保全公共下水道費８５０万円は、電気料の値上げに伴う光熱水費、湯宿終末処理場発生汚

泥処理費及び施設修繕料の増額によるものであります。 

      財源となる歳入補正につきましては、６款繰越金３０９０万円の増額は、平成２３年

度決算額の確定に伴うものであります。 

      以上が下水道事業特別会計の補正内容でございます。 

      次に、議案第８４号についてご説明申し上げます。 

      資本的支出の１款上水道事業支出を３００万円、２款簡易水道事業支出を２００万増

額し、支出総額を４億３１８９万５０００円とするものであります。 

      上水道事業支出では、機械及び装置購入費３００万円の増額は、豪雪地区対応無線検

針用量水器を購入するものであります。また、簡易水道事業支出の工事請負費２００万円

の増額は、道路改修工事に合わせて、石綿管布設がえ工事を行うものであります。 

      以上が水道事業会計の補正内容でございます。 

      議案第８１号から第８４号まで一括してご説明申し上げました。よろしくご審議の上、

ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議 長（森下 直君） 町長の提案理由の説明が終了しました。 

      お諮りいたします。 
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      議案第８１号から議案第８４号の質疑以降については、後日の本会議において審議し

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（森下 直君） 異議なしと認めます。 

      よって、議案第８１号、平成２４年度みなかみ町一般会計補正予算（第４号）につい

てから、議案第８４号、平成２４年度みなかみ町水道事業会計補正予算（第１号）につい

てまでの質疑以降については、後日の本会議において審議することに決定しました。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（森下 直君） ここで、暫時休憩といたします。再開を１時５分といたします。 

（１１時５５分 休憩）  

──────────────────────────────────────────── 

（１３時０５分 再開）  

議 長（森下 直君） それでは、開会いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１７ 一般質問  

 

通告順序１  ５番 阿 部 賢 一   １．いじめの現状と対策について  

 

議 長（森下 直君） 日程第１７、一般質問を行います。 

      一般質問については、４名の議員より通告がありました。 

      本日は、１名の議員の質問を許可いたします。 

      ５番阿部賢一君の質問を許可いたします。 

      ５番阿部賢一君。 

（５番 阿部賢一君質問席）  

５ 番（阿部賢一君）  森下議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質問をさせ

ていただきます。 

      一般質問に入る前に、先月の８月４日から中学生海外派遣事業ということで、牧野教

育長におかれましては、その団長としてタイ王国のほうを訪問されました。大変お疲れさ

までした。我々議会からも８名がその検証、そしてタイ王国の視察ということで出張させ

ていただきましたけれども、現地で中学生の報告を耳にする限りでは、将来、社会貢献し

たいと、世界平和につながる仕事をしたいというような、いい意味での刺激を受けたので

はないかというふうに考えました。ぜひともこの事業をこれからもひとつよろしくお願い

申し上げます。 

      それでは、いじめの現状と対策について一般質問をさせていただきます。 

      滋賀県大津市の事件は、新聞そしてテレビで報道のとおりであります。８月１５日に

は、大津市の教育長が襲われるという暴力まで発生した最悪の事態に進展をしたことは、

皆さんご承知のことと思います。そして、学校、教育委員会だけではやはりその対応がも
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う限界なのかなということで警察への被害届の提出等、これは全国的にこの動きが広がり、

警察当局におきましても、その受理を積極的に行うというような姿勢が報道されつつあり

ます。 

      いじめる側もいじめられる側も将来ある、未来ある子供たちであり、この町を背負い、

そしてこの日本を背負っていく子供たちであるわけであります。いつの時代もいじめとい

うものは存在していると思いますけれども、やはりこういう今の社会、子供たちの置かれ

ている環境というものを我々大人は深刻に受けとめるべきだと思います。私たちが育った

時代と今の時代というのでは、インターネットだったり携帯電話だったりということで、

取り巻く環境も大変異なることは事実でありますけれども、やはりそれぞれ生きているの

は心を持った人間でありますので、やはり私たち大人が責任を持って、このいじめの解決

に取り組まなければならないというふうに思います。 

      そこで、昨年９月に髙橋市郎議員がいじめと不登校についての一般質問をされており

ます。２２年度については、認知件数が１７件というお話を聞いておりますが、本町にお

いて本年度、それ以降の状況、そしてまたそれに値する事案の詳細な説明がありましたら、

教育長から答弁をお願いしたいと思います。 

      まずは、ここまでで１回切らせてもらいます。 

議 長（森下 直君） 教育長。 

（教育長 牧野堯彦君登壇）  

教育長（牧野堯彦君） それでは、阿部議員のご質問にお答えしたいと思います。 

      その前に、８月２４日に利根沼田地区少年主張の大会がございました。例年この夏休

みの後ないし今年から夏休み中に行われるようになったんですが、利根沼田の各中学校の

代表が１人ずつ自分たちの考えを発表するわけですが、毎年参加する中で、このいじめの

問題が子供たちの体験発表に必ず出てきているというのが実態でございます。ことしも１

名おりました。その苦しさとそれを乗り越えてくる体験を発表するという形のものが多い

んですが、本町から出ている代表の選手には、いじめの話はほとんど話題として出てきて

おりません。その中で、ことし発表された水上中学校の女の子は、自分の体の特性という

ものを意識して、これは私の個性なんだというふうなことで、これを生かした生き方をし

ていきたいというふうな主張をしておりました。生まれたときから小さくて、からかわれ

たような時代もあったんだと思いますが、今はしっかりと先を見つめて、将来は看護の仕

事に入っていきたいという主張を述べておりました。 

      このように強く述べられる子供もいるわけですが、ただ、この中学生の時代は非常に

難しい時代でございまして、人の本によりますと、一番自分と他人の違いに目覚めるとき

であると。さらに、特に仲間をつくる時代でもあると同時に、自分に合わない人や異質の

者を排除する傾向にあるというふうな、こういう特性を持っていると。こういう経験をし

た後、やがて自分に目覚めて、高等学校で初めて自分を知った中で友達等を確保していく

と、こういうふうな歩みをする者が多いというふうなことが書かれている書物がございま

した。 

      したがいまして、この時期は非常に揺れる時期でございまして、その揺れ方が時に人
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を排除するという傾向が出やすいということになりますと、いつでも、どこの学校にでも

いじめは起こり得るというふうなことを考えていなくてはならないというふうに、まず考

えられるわけであります。 

      それを前提としてお話させていただきますが、先ほど議員のほうからお話がありまし

たように、髙橋市郎議員さんの質問に答える中で今、これから答えようとするものが重な

る部分が多々あると思いますが、ご容赦願いたいというふうに思います。 

      まず、いじめとは何ぞやということですが、文部科学省では、もう一度申しますけれ

ども、「当該児童・生徒が一定の人間関係のある者から心理的・物理的な攻撃を受けたこ

とによって精神的な苦痛を感じているもの」、これをいじめというふうに現在、定義して

おります。場所は問わないと。また、ここが非常に難しいところでございまして、ここの

行為がいじめに当たるか否かの判断をいじめられた児童・生徒の立場に立って行うことと

いうふうになっております。 

      例えばいじめの調査をするときに、相手がぶつかってきたと、意図的でなくぶつかっ

てきた、ちょっと肩が当たったと。これをたまたま嫌なやつだったので、いじめだという

ふうに感じれば、もういじめなんだというふうな解釈をしなくてはならないこともあると

いうふうなケースがよく出ているようでございます。相手はそんな気がないのに、本人は

そのように受けとめているというふうな、ちょっとした行為の中にいじめだ、いじめだと

いうふうな傾向が非常に多いというふうな話も聞いております。 

      そういう中で、現在のいじめの件数の件でございますが、先ほど来、議員さんおっし

ゃいましたように、文部科学省が毎年実施している児童・生徒の問題行動等生徒指導上の

諸問題に関する調査、これが公式的な形で出てまいりますが、平成２２年度の全国の小・

中学校におけるいじめの認知件数は、約６万８０００件であります。それ以前は２０年度

が７万８０００、２１年度が６万７０００というふうな件数でありまして、全国的にまま

横ばい、さらにやや上向きといいますか、そういう傾向にあります。ただ、平成２３年度

分については、ことしの８月に発表されるわけでございましたけれども、この大津の事件

があってから文科省は控えておるようでございます。まだ未発表ということでございます。

全国の統計は出ておりません。 

      ちなみに群馬県でございますが、まず群馬県としましては、２３年度いじめの被害人

数は１９４０人です。単位が「人」になっています。これは調査の仕方が違う資料を使っ

ております。毎月各学校から上がる報告をまとめたものです。それから、平成２２年度が

３２５７人でしたので、群馬県においては著しく該当する生徒が減ってきております。 

      それでは、当みなかみ町でございますけれども、平成２３年度における小・中学校か

ら報告のあったいじめの認知件数、これは１件です。しかも小学校の１件です。解決をし

たかという状況の中で、謝り方が悪いというふうなことで、親同士が今度は対立関係に入

って、なかなかそこのところが解決しない。子供同士は割かし落ち着いた生活をしている

というふうなケースで、これが一、二カ月続いたケースとしてあがっております。 

      それから、今年度につきましては、町内各校から毎月いじめについての報告を受けて

おりますが、現在のところあがっておりません。ゼロでございます。今度、あした、あさ
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ってですか、夏休みが終わりますと夏休み中の様子があがってまいりますが、これはわか

りませんけれども、その前の月まではございません。それからまた、校長会等でも各校の

状況をお話ししてもらうことになっているわけですが、それの中身次第でございますが、

現在のところは我が町ではおかげさまでないというふうなことでございます。 

      以上です。 

議 長（森下 直君） ５番阿部賢一君。 

（５番 阿部賢一君質問席）  

５ 番（阿部賢一君）  先ほど件数を質問して、件数をお答えいただいたわけなんですけれども、

ゼロ件ということでありますけれども、小学校で１件で、確かに学校、教育委員会とかで

はなくて、やはり保護者も巻き込んだ解決に取り組むべきだと思うんですけれども、昔は

子供のけんかに親は顔を突っ込むなというような話がありましたけれども、今、こういう

難しい時代になってくると、結構子供より親が先に出ちゃったりとかという意味では、本

当に現場の先生方は大変なのかなというような思いもしております。 

      ゼロ件というのは、大変大いに結構なんですけれども、やはりそれは、たまたま上が

ってくるだけがゼロ件で、目に見えない部分で例えば子供さん方がそれぞれ兄弟に迷惑が

かかるから我慢しているんだとか、親に心配かけたくないから我慢しているんだという、

耐えているようなお子さんもいるかというような気がしております。ですから、教育現場

を扱う教育長には、いつの時代も何時でもいじめに近い問題は発生しているんだというこ

とをやはり心のどこかにとめておいていただきたいと思います。 

      次、やはり学校が一番安心で安全な場所でなければならないと思うわけです。家庭で

過ごす時間よりも日中は小学生、中学生は学校で過ごす時間が一番長いわけですから、と

にかくそこが一番安全な場所でなければならないというふうに思いますので、やはりそう

いう思いで教育現場の運営に当たっていただければと思います。 

      そして、そのマニュアルみたいなものはもう、例えばいじめがいろいろ発生したとき

の対応みたいなマニュアルみたいなものは、教育委員会では完備されているのかというこ

とをもう一点確認させていただきたいと思います。 

議 長（森下 直君） 牧野教育長。 

教育長（牧野堯彦君） お答え申し上げます。 

      昨年度、１年前にご存じのとおり、新里で小学生が自殺をするという痛ましい事件が

ございました。ちょうどあれから１年ぐらいたっておりますけれども、あの１年前の折に、

新しくいじめについての定義が変わってきたということに伴って、各学校、いじめに対す

るマニュアルをそれまでにも用意してございましたけれども、そこでさらに厳しく見直し

ております。それも県の指示がございまして、見直すようにということでございましたが、

今年度も大津の事件を受けて、さらに文科省のほうから全国的にマニュアルの見直しを指

示してまいりました。それに伴いまして、本年度、夏休み中でございましたけれども、各

学校にマニュアルのこの町バージョンをつくりまして、早速送らせてもらっております。

これは、ここにございます。こういうのを各校が持って一応指導に当たっているわけでご

ざいますが、いずれにしても本質的には変わらない。ただ、特に今回の事件のように、学
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校、それから教育委員会、いわゆる発表の仕方といいますか、皆さんに公表する仕方の中

であいまいなところがやや指摘されていたと思いますけれども、あそこをもっとしっかり

しろと。ともかく事犯が起こったら、すぐ学校は取りかかりなさいと。取りかかったら、

単に１人の先生じゃなくて、学校が組織的に取り組みなさいと。取り組んで対応をしなさ

いと、取り組んだ問題についてはすぐ教育委員会に報告しなさい、さらには、保護者に通

報しなさいというふうになって、一緒になってこの問題に当たりましょうというところを

組織的に強く主張したのが今回のマニュアルでございます。そういうことで、各学校共通

して同じ考え方で取り組んでいこうという趣旨の強いマニュアルでございまして、今度、

これで対応してまいりたいというふうに思っております。 

      以上です。 

議 長（森下 直君） ５番阿部賢一君。 

（５番 阿部賢一君質問席）  

５ 番（阿部賢一君）  やはり早期発見、そして早期対応、あと実態把握と。そして、やはり学校

と教育委員会、保護者が連携する中でその解決に当たるという姿勢は当然のことだと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

      次に、道徳教育についてちょっと通告してありますので、お願いしたいと。 

      我々が道徳教育を受けた小学校のころというのは、例えば親孝行しろとか人を大事に

しろ、自分がやられて嫌なことは他人様にするんじゃないとかというようなことが何とな

く記憶として脳裏に焼きついているんですけれども、今の道徳教育の現状についてちょっ

と説明をお願いしたいと思います。 

議 長（森下 直君） 牧野教育長。 

教育長（牧野堯彦君） それでは、引き続いてお答えさせていただきます。 

      これまで述べてきましたのは、主に事件というか、いじめが発生した後どうするかと

いうふうな対応の方法でございますけれども、それぞれ各学校とも取り組んでいるのは事

実でございまして、１つは、そちらをしっかりと強化することが大切であると。同時に、

もう一つは、未然に発生しないように教育をしていくことが大事なんではないかというふ

うな考え方に立ちます。 

      したがいまして、日ごろの学校教育を通して、一人一人の子供が学校にいて楽しい学

校、別にいじめをしなくても十分自分の居場所ある、充実した学校生活が送れるようにな

ること、また、心が豊かに素直に育っていくような環境で育っていけば、当然そういうふ

うな問題に目が向いていかないだろうというふうな考え方ができるわけでございます。そ

ういう環境づくりに一番大きな役割を果たしているのは、議員さんおっしゃるとおり、道

徳教育だと私は考えております。 

      現在の道徳教育でございますが、昭和３３年度に道徳教育が設けられまして、以後、

年間３５時間、各小学校１年生から中学校３年、最近は高校まで入りますかね、道徳の時

間を特別に設けております。この道徳の時間に道徳的な心情や実践力を深めていってもら

いたいという大きな目標、さらには自分の生き方を考える時間にしてもらいたいというふ

うなねらいがございます。ただ、その道徳の時間を柱にして、日ごろの学校教育の場面場
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面がすべて道徳教育なんだという考え方に立っております。 

      したがいまして、授業の中でも道徳教育は行われている、それから、部活動の中でも

そうだと、給食の中でもそうだと、いろいろなところに道徳的な要素がございます。そう

いうものを深めていくのがこの道徳の時間なんですよというふうなことで、例えば友達を

大事にするというのは授業の中でも当然そうですし、そういう中でさらに深めて考えてい

く時間が道徳の時間であるというふうな考え方に立てるかと思います。 

      現在、３５時間の中に大きな柱として、自分自身に関すること、他人とのかかわりに

関すること、自然や崇高なものとのかかわりに関すること、集団や社会とのかかわりに関

することとという大きな４つの柱がございまして、これを年間３５に大きく分けて、そし

てさらに具体的な題材を使って指導していっていただきたいという形になっております。

ただ、それぞれの学校で子供の特徴がございます。また、地域によって特徴がございます

ので、この地域の子はここが弱いなというふうな部分については、そこを重点的に計画化

することが可能であるということです。 

      したがいまして、現在、私たちの町でもこのいじめの問題を取り上げまして、特にい

じめの問題にかかわるところ、集団や社会等あるいは他人とのかかわりに関するところ、

こういう部分に力を入れてやってもらいたい。もう一つは、命の問題がございます。生命

の尊重というものを大事にしていただきたいと。あと人権です。いじめは人権にかかわっ

ております。人権を尊重という視点からしっかり勉強させてほしいというふうな願いを各

校に指示しておりますけれども、そのようにして道徳教育は内面のほうから、いわゆるい

じめ等々の問題を考える心情的なもの、そういうふうなものを考え判断力をつける大事な

時間であるというふうなことで考えて大事にしております。これが現状でございます。 

      以上です。 

議 長（森下 直君） ５番阿部賢一君。 

（５番 阿部賢一君質問席）  

５ 番（阿部賢一君）  道徳教育の現状を今、説明をいただいたわけでありますけれども、やはり

そういう意味において道徳教育というものは３５時間、学校生活全体が道徳の時間だとい

うのはごもっともな話でありますので、やはりそういうことで道徳教育の充実というもの

も、人格を形成する大切な小・中の時期ですから、やはり力を入れていただきたいという

ふうにお願いしたいと思います。 

      いじめの問題でちょっと言い忘れちゃったもので、ちょっと戻って申しわけないんで

すけれども、先般、新聞報道で岐阜県の可児市議会で今、９月定例議会、多分同じ時期の

定例会だと思うんですけれども、そこでいじめ防止条例というものを市で制定するという

ような報道が資料で確認できました。やはり自治体においても、それほど防止条例まで制

定するような深刻な動きをとっている自治体も、幸いに本町においては、先ほど教育長が

ご説明の答弁のとおりですので深刻な状況はないわけでありますけれども、いずれにしろ、

いつ何時、我々が気づかない、現場でも気づかない、親も気づかない中で本当に心を痛め

ている子供たちがいるとするならば、やはり大変なことでありますので、前段申し上げま

したように、本当にいつの時代も何時でも、そういうものがどこかで存在しているのだと
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いうような危機感は、やはり親も現場を預かる先生方も心にとめておいて、それぞれ学校

での仕事に励んでいただきたいというふうに思います。 

      道徳教育については、先ほどの説明のとおりなんですけれども、やはり人格形成とい

う中でちょっと余談に、教育長、ちょっとずれちゃうかもしれないんですけれども、例え

ば塩原太助翁とか地元にそういう生きざまとかをちょっと紹介するとか、天下の義人茂左

衛門とか、上毛かるたに子供たちが非常になじんでいる人物のその生きざまとかを教材に

して教えてやるのもいいのかなというような気がしておりますけれども、その点について

率直な考えがもし今、急な話で申しわけないんですけれども、あったら。 

議 長（森下 直君） 牧野教育長。 

教育長（牧野堯彦君）  まず、先ほどの岐阜県可児市の問題ですね。市として条例をこさえたとい

うふうな話は確かに出てございます。石川県金沢市は携帯を持たせないという条例もつく

っていると。このように法的なもので縛るというふうなやり方も、余りにもなかなか徹底

しない場合はとられるようでございますが、私たちの町におきましては、現在そういうふ

うな状況でございますし、また、これからもっともっと広げられるところがあるというふ

うに考えまして、先日も町の連Ｐの会長さんの会を立ち上げました。そういう中で携帯の

問題を全校取り上げていこうというふうなＰＴＡの問題。それで、携帯を持つ悪さ、また

被害をこうむりやすい危険のなところもございますので、一応各学校、小・中学校ともに

同じ歩調で携帯問題について考えていこうじゃないかというふうな歩みをしたとか、ある

いは新治では安心・安全の協議会ができているとか、そういうふうな組織を立ち上げて、

皆さん地域の方々が盛り上がっていっていただく、そしてみんなで育てているという芽が

育っていけば、こういう問題もある程度防げていけるんではないかと、そういうふうなこ

とに期待をしておりまして、条例とか余りかたいものにはいきなり、というふうには考え

ております。 

      それで、何でしたっけ…… 

５ 番（阿部賢一君） 上毛かるたの…… 

教育長（牧野堯彦君）  道徳の中で先ほど言ったような形で計画的に進めておりますが、時に外部

の人に来ていただいて授業をしていただいて、そこで体験を発表していただくとか、そう

いうのを積極的にやっております。小学校あたりでは、食らいつきやすいのがやはりかる

たに出てくる人だとかそういう方々が結構おりますので、そういう人を使って授業をやっ

ているケースもございます。地域の方、非常に近い方でございますので、そういうふうな

形でどんどん現在取り入れていると思いますので、そんなことで深めております。 

      以上です。 

議 長（森下 直君） ５番阿部賢一君。 

（５番 阿部賢一君質問席）  

５ 番（阿部賢一君） ありがとうございます。 

      ぜひ道徳の時間以外でもそういう地域の人だったり、なじんでいる歴史上の人物を教

材にすることも、地元の子供たちには大変有益なことかなというふうに思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 
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      それと、その人物の関係でもう一点だけ、これは町長ご存じの方、前橋選出の中村紀

雄県議が中心になった、群馬県の初代県令の楫取素彦翁の読本がその顕彰会で発行されて、

前橋市では公立小・中学校にその読本を全戸配布して、今の初代群馬県知事というような

認識でいいのかと思いますけれども、群馬県の今の礎に大変貢献された人物であります。

吉田松陰の妹と婚姻関係にあり、吉田松陰と親交も大変深かったということで、非常に群

馬県の今の発展に貢献された人物の読本が前橋市の小・中学校で、教材という説明ではな

かったんですけれども、それぞれに配布したというふうに伺っておりますので、ぜひもし

そういう手がかりがあれば、そういう本も例えば町内の小・中学校に配布して、子供たち

にこういう方がいて今の群馬県があるんですよというようなお話をするのも結構なことか

なというふうに思いますので、ぜひちょっととめておいてください。 

      今、携帯電話のお話があったので、ちょっと関心があるので確認させてもらいたいん

ですけれども、今、中学校は携帯電話はこれですよね、持ち込みは一切、ですよね。ただ、

陰で何となく、私も中学生の登下校時間にたまたまかぶったりするときに、やはり所持し

ている子供もいたんです。それは親御さんに迎えに来てもらうために非常に便利ですから、

あっても、それはもうそういう便利な使い方をすればいいんですけれども、やはり大人が

心配するような使い方をされると、悪の道へのめり込んでしまったりとかという危険があ

るんですけれども、その辺はやはり学校で禁止しているんだということは、やはりＰＴＡ

の連合会の人ももちろん所持は反対ですよね。だとするならば、それはやはりこういう時

代ですから、だめなものはだめということで徹底していく指導をお願いしたいと思います。

そこで、はいと言ってもらえれば別にいいんですけれども。 

議 長（森下 直君） 教育長。 

教育長（牧野堯彦君）  群馬県の教育委員会としましても、小・中学生には携帯を持たせないとい

うのを原則にしております。ただし、持たせる場合には親の責任というふうなことで、仕

方がないというふうなことで、そこから起こる問題は全部親ですよ、というふうな自覚の

もとに持たせる場合は持たせてもらいたいと、これが２つの柱として、これから各学校の

ＰＴＡの方々へＰＴＡの会で話を出される、まず基本になっていくと思います。 

      ただ、学校への持ち込みもうわさを聞きますと、そっと持ち込んでいるというふうな

ケースもありますので、これはまたいろいろ考えなくちゃならないと思いますが、月夜野

中学校では、携帯についての７カ条というのをつくって運動として取り上げていたりいた

しますので、そういう中で盛れるものについては指導がなされているというふうなことで、

今後そういうことも、例えば学校に持ち込んでいけないということは、持ち込みたいとい

う場合には特例を認めていただくと、許可をいただくとか、そういう形にして、そして、

何か起こったときにはあなたの責任ですよと。あるいは、学校があなたが使うまでは保管

しますよとか、そういうふうな形でもやっていかないと徹底はできないんじゃないかなと

いうふうには考えていますけれども、そういう話も先日、ＰＴＡの方々にはさせてもらっ

ておりますので、また検討させていただきたいと思います。 

議 長（森下 直君） ５番阿部賢一君。 

（５番 阿部賢一君質問席）  
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５ 番（阿部賢一君）  親の責任ということで持ち込むということであるならば、すべてがだめと

いうわけじゃありませんので、家庭の事情があったりするわけですから、それは学校でし

っかり管理していただければと思います。 

      先般の楽しい学校という、さっき道徳の答弁の中で教育長からあったんですけれども、

小学校で９５％、中学校ではやはりいろいろあれで８８％という２２年度のアンケート結

果だったんですね。この残りの十数％というのは何が楽しくないかというような、その辺

の研究・精査というのはされましたか。それはアンケートだからいいですけれども、おお

よその予想で例えば部活動が問題とか何かあったのかなというような、報告はそれぞれの

学校からは別に上がっていませんか。 

議 長（森下 直君） 牧野教育長。 

教育長（牧野堯彦君）  ２３年度においては、さらに去年より少しよくなっておりまして、その数

字は適用してないといいますか、不満を持っている子供の数は減ってきておりますけれど

も、特に何をしたとか何が原因でというふうな実態はつかんでおりません。 

      ただ、そういう中にあって、ともすると学校が嫌な子供においては不登校傾向になる

可能性、そこへ結びつく子供も大変出てくるわけですけれども、本年度、傾向の子供はお

りますが、不登校は１名になっております。不登校傾向の中でも、ご存じのとおり、教育

委員会にあります適応指導教室のほうへ現在２人通っておりまして、結構楽しく来ている

というふうなことで、ああいう子供たちはきっと学校生活に不満を持っているというふう

な形で自分たちを表現しているんだと思います。そういう形で表現できている子はいいん

ですが、まだそこのところは十分把握し切れておりません。 

      以上です。 

議 長（森下 直君） ５番阿部賢一君。 

（５番 阿部賢一君質問席）  

５ 番（阿部賢一君）  ぜひ、いろいろ感受性があったり悩みがあったりする非常に敏感な年ごろ

ですけれども、やはり学校に楽しく毎日行けるような環境づくりに努めていただきたいと

思います。 

      ことしの件数がゼロ件ということであれなんですけれども、やはり先生方とか教育委

員会を中心とした先生方、そしてまたＰＴＡの皆さんがいろいろ連携する中で、いろいろ

な子供さんたちをいい意味で見守っていけているのかなというような気がしております。

そして、また私たち大人も気がついたときには声をかけてやる、そんなようなことをやは

り心がけていきたいと思っております。 

      きめ細やかないじめに対する対応というものが確認できました。ぜひ学校現場におき

ましても、先生方は大変だと思うんですけれども、やはり細心の注意を払って、子供たち

が、いじめる側もいじめられる側もやはり傷つくんですよね、どうしても。そういうのは

一生尾を引いて大人になっていっても、お互い余りいい思いがないと思いますんで、ぜひ

楽しい学校環境づくりにこれからも努めていただきたいと思います。 

      あと、もう一点、道徳教育の重要性というのもしっかり教育現場で認識していただい

て、未然に防ぐという一つの手段として充実をさせていただければというふうに思ってお
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ります。 

      以上を申し上げて、一般質問を閉じさせていただきます。 

議 長（森下 直君） これにて、５番阿部賢一君の質問を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

 

散 会  

 

議 長（森下 直君）  以上で、本日の議事日程第１号に付された案件はすべて終了いたしました。 

      明日は午前９時より一般質問を行います。 

      本日はこれにて散会いたします。大変ご苦労さまでした。 

 

 

（１３時４４分 散会）  
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